
掲 示 第２８９号 

 

 

保 税 蔵 置 場 の 許 可 に つ い て                  

 

 

標記について関税法第４２条の規定により、下記のとおり公告する。                                 

 

 

記 

 

 

  １  被許可者の住所及び名称 

東京都大田区羽田空港一丁目６番５号 

インターナショナル・カーゴ・サービス株式会社 

     （法人番号：２０１０８０１００１０１２） 

 

 

  ２  保税蔵置場の名称及び所在地 

インターナショナル・カーゴ・サービス株式会社  

成田第２保税蔵置場 
千葉県成田市南三里塚字宮原７８番地１０ 

 

 

  ３  保税蔵置場の構造、棟数及び延べ面積 

          鉄骨造合金メッキ鋼板葺２階建 

１棟の一部 ３，５３４㎡ 
      

 

  ４  蔵置貨物の種類 

輸出入一般貨物及び機用品 

 

 

 ５  許可期間 

         自  平成３０年１２月３日 

         至  平成３６年１１月３０日 

 

 

  平成３０年１１月２８日 

 

                                 東京税関長   岸 本  浩

 


